
　
 
 

　児童虐待とは、保護者がその監護する児童（１８歳未満）
に対して行うもので、殴る、蹴るなどの身体的虐待や性的

 虐待だけでなく、心理的虐待やネグレクト（育児放棄・
 育児怠慢）も含まれます。

　『児童虐待かも！』と思ったら警察や児童相談所虐待対
 応ダイヤル（１８９番）まで通報してください！

　○  子どもが泣き叫ぶ声や大人の怒鳴り声が聞こえる。
　○  子どもに不自然な傷や打撲の痕がある。
　○  子どもの服や体がいつも汚れている。
　○  夜中に子どもが１人で歩いている。
　○ 車内に子どもだけ残されている

                      

令 和 ７ 年 １ １ 月 号

栃木県那珂川警察署

T E L 0 2 8 7 - 9 2 - 0 1 1 0

下 郷 駐 在 所
T E L 0 2 8 7 - 9 3 - 0 4 6 0

令和７年中の下郷駐在所事件事故発生件数　　　　　刑 法 犯　　　　 　７　件 

（１０月３１日現在の暫定値）　　　　　　　　　　 重傷事故　 　　　 ０　件 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　重傷・・・１か月以上の治療を要する負傷

 
 
 
 
 
 
 
 

　
〇  固定電話からの被害の多くは、６０～８０歳代です。

 国際電話の発信・着信は
 　　　国際電話不取扱受付センター（０１２０－２１０－３６４）

 オペレーター案内　平日９：００～１７：００
 自 動 音 声 案 内　平日・土日祝２４時間

  から無償で休止できます。
〇  スマートフォンからの被害は、２０～３０歳代の被害が増加しています。
　 キャリアの着信拒否サービスや電話着信規制アプリを利用し、不要な国際電話　
 からの着信を拒否しましょう。　



 

 

 

 

 

 １０月中、那珂川町内で一軒家を対象とした空き巣事件が複数発生しました。 
　さらに、馬頭地内でもトラックの運転席窓ガラスが割られる器物損壊事件

 が発生しています。
  窓ガラスの二重ロックや、車内に貴重品を置きっぱなしにしない等の防犯
対策をよろしくお願いします。


